
■ 介護給付費等の請求における媒体（ＣＤ－Ｒ）の追加について 

〔平成 24年 5 月 1日更新〕 

 

現在、介護給付費等の請求については、伝送、磁気（ＭＯ・ＭＴ・ＦＤ）、

紙帳票により行っています。 

 

今般、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令

（平成１２年厚生省令第２０号）」が改正されたことに伴い、「電子情報処

理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並び

に磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関し

て厚生大臣が定める方式及び規格について（平成１２年４月１４日老発第

４４０号）」の一部が改正され、ＣＤ－Ｒによる請求が可能になりました。 

 

ＣＤ－Ｒで請求する場合は、改正後の「電子情報処理組織又は磁気テープ

等による介護給付費等請求の届出等について（抄）（平成１２年２月１５

日・２３日／厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡）」（次

ページ参照）により、ご請求をお願いします。 

  

ＣＤ－Ｒによる請求に変更する場合は、「介護給付費等の請求及び受領に

関する届」の提出をお願いします。 

 

http://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_06.html
http://www.saikokuhoren.or.jp/pages/10_06.html


○ 電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について 

（平成１２年２月１５日・２３日／厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡） 

改正後抜粋 

 

 

 

 

 

 

 


